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第２回 墨田区景観審議会 

平成21年９月４日（金）午前10時～ 

１．開 会 

＜中野会長＞ 

ではこれから、第２回墨田区景観審議会を開催

します。 

本日は、景観計画（案）の最終審議でございま

す。今回の審議を踏まえて案をまとめることにな

りますので、皆さんよろしくお願いします。 

それでは、事務局から委員の出席状況の報告を

お願いします。では、事務局からお願いします。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

それでは、委員の出席状況をご報告いたします。

欠席は鈴木委員、渡辺満委員、飯泉委員の３名で

ございます。 

なお、本日都市計画部長は、別件の会議出席の

ため少し遅れてまいりますので、ご了承ください。 

＜中野会長＞ 

それでは、議事を進めさせていただきます。 

資料を確認したいと思いますが、まず資料１と

して事前に郵送されました「墨田区景観計画

（案）」、それから資料２「墨田区景観計画（案）

の主な修正点」が追加で今日配布されております

ね。それから参考資料１、２、３とありますね。

よろしいでしょうか。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

資料２ですが、本日追加で１枚机上配布させて

いただいております。 

＜中野会長＞ 

よろしいでしょうか。では最初に議題を確認し

ます。よろしいですかね。 

本日の議題は、墨田区景観計画（案）について

で、案については前回の審議会の意見を踏まえて

修正してあります。それで、パブリックコメント

を終えているとのことなので、今回の修正点につ

いて事務局から説明をお願いします。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

それでは、まず、ご説明の前に少し資料につい

て説明をさせていただきます。まず参考資料１で

ございます。こちらは前回の審議会の内容につい

て、会議の概要という形でまとめてございます。

本日机上配布させていただきましたので後ほど

ご確認をお願いいたします。 

それから同じく机上配布で参考資料２、こちら

は６月22日から7月22日まで実施いたしました

パブリックコメントでいただきましたご意見、そ

れから区の考え方の案をまとめたものでござい

ます。今回特に、景観計画の内容に対して変更す

るというようなご意見はございませんでしたけ

れども、意見書によりまして２名の方から７件の

ご意見、それから説明会で９名の方から 15件の

ご意見がございました。合計 22件のご意見をい

ただきました。そのいただいたご意見を集約させ

ていただいて、そのご意見に対する区の考え方の

案をまとめてございます。まだ案の段階でござい

ますがご参考にご覧いただきたいと思います。ま

たこれに関しましてご意見がございましたら、後

ほどいただきたいと思います。 

それから、参考資料３でございます。これは前

回の審議会の中でご質問のございました、増築に

対する取り扱いについてまとめたものでござい

ます。これは後ほどご説明をいたします。 

それから、資料２ですが、先に送付させていた

だいたものに追加分がございましたので、別紙と

いう形で机上配布させていただきました。 

それでは、和田主査から説明をさせていただき

ます。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

それでは、私の方から墨田区景観計画（案）に

つきまして、ご説明いたします。 

資料１、それから資料２、資料２の追加をまず

ご覧下さい。主な修正点についてご説明いたしま

すのでよろしくお願いいたします。 

それでは資料２の１ページ目でございますが、

表紙をご覧下さい。前回の審議会からの修正点で

ございますけれど、第１章、第２章は修正なしで

ございます。第３章で少し修正がございまして、

大変申し訳ありませんが、資料２の追加の方をご

覧いただきたいと思います。資料追加分でござい

ますけれど、本文、74から79ページとなります。

こちらはですね、今回景観計画の中で色彩基準を

設けてございまして、色彩基準の表の中の表現を

分かりやすく修正いたしました。東京都景観色彩
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ガイドラインと同等の表をつくっておりまして、

修正後の表をみていただきたいのですが、強調色

とアクセント色が使えるのですが、そのことが分

かりにくい表現でしたので、今回は色相・明度・

彩度の範囲と文章表現を表の中にいれさせてい

ただきまして、同様に75から79ページも、それ

ぞれ同様に修正してございます。 

それから、修正ではないのですが、74ページか

ら 79ページについて、前回の資料では東京都景

観色彩ガイドラインと同様にマンセル表色系の

カラーチャートを掲載させていただいていたの

ですが、東京都の委託会社に版権があるところを

今回確認いたしまして、現在調整中です。調整後

掲載する予定でございますのでご了解いただけ

ればと思います。 

次に、また資料２の方に戻っていただきたいと

思います。表紙のところにございますけれど、修

正①の「屋外広告物の規制範囲を修正しました。」

というところでございます。資料をめくっていた

だきまして、２ページ、３ページ、そして本文は、

83ページでございます。今回、歴史・文化景観拠

点、旧安田庭園と向島百花園周辺におきまして、

屋外広告物の規制をいたしますが、その規制範囲

を、３ページのとおりといたしました。規制範囲

では、第三者広告物については全て規制するとい

うこととなり、自家用広告物については、庭園か

らの眺望に影響を与えるものが対象となります。 

具体的には、旧安田庭園につきましては、大通

りとＪＲ総武線に囲まれた部分について規制し

ていくということで、通り等で視界が分断される

ということで３ページの上段ですけれども、斜線

部分について屋外広告物の禁止区域といたしま

す。向島百花園でございますけれど、平成 16年

度に墨田区で向島百花園からの眺望を確保する

ために、絶対高さの高度地区を制限した地区がご

ざいます。その部分につきまして、今回屋外広告

物の禁止区域としております。また、明治通りの

北側ですが、こちらも高い建物がございますので、

北側 20ｍの範囲についても屋外広告物の禁止区

域としております。 

続きまして、資料２の方でございますけれど、

４ページ、５ページをお開きください。こちらは

第４章でございます。事前相談、事前協議及び届

出の流れの概要について修正しております。こち

らは前回の審議会におきまして、墨田区のフロー

図に、東京都の事前協議も追加した方が分かり易

いというご意見をいただきました。その関係上、

本文 86ページのフロー図におきまして、東京都

の事前協議を含めまして、墨田区の事前協議、そ

れから届出の流れを追加させていただいていま

す。 

次に資料２の６ページ、７ページをご覧下さい。

第４章でございますけれど、本文 88ページでご

ざいます。こちらは、景観アドバイザーの位置づ

けを明確にするということで、それに関する部分

を修正させていただいております。景観アドバイ

ザーの関わり方ですが、初期の段階、事前相談に

おきましても景観アドバイザーと相談が可能で

ございまして、６ページに並んでございますが、

景観アドバイザーの図を大きくいたしまして、そ

れぞれ矢印がございますが、必要に応じて事前相

談をしていただき、計画案作成の段階につきまし

ては、墨田区の事前協議において、必ずアドバイ

ザーの助言・指導をいただくということになりま

す。その後、届出の段階でも審査でアドバイザー

により届出内容の審査がなされます。そのため、

88ページ、89ページのフローについて修正して

おります。 

続きまして、資料２の８ページ、９ページをご

覧下さい。東京都による事前協議の協議主体と時

期について、こちらは前回の審議会でご意見をい

ただいたものでございますが、赤く枠が囲ってい

る部分につきまして、こちら、東京都と同様に書

いてございましたが、誤記でありましたので、修

正して書いてございます。それから東京都の事前

協議の協議主体と時期の下に分かりやすくする

ため※印で注釈を加えております。 

次に資料２の 10ページ、11ページをご覧下さ

い。本文は 91ページです。東京都の事前協議制

度の部分でございますが、この修正前につきまし

ては東京都の事前協議についてのみ表記してお

りましたが、前回の審議会で、東京都の事前協議

の流れの中においても墨田区への届出があると

いうことが分かる表現にしてはどうかというご

意見がございましたので、11ページのとおり、東

京都の事前協議の部分に墨田区への届出の表記

を追加しています。以上で修正箇所は終わりです。 

それから、先程課長からも説明がありました参
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考資料３でございますが、これも合わせて説明さ

せていただきたいと思います。前回の審議会にお

きまして、増築の場合の取り扱いはどうなのかと

いうご意見をいただきました。それにつきまして

事務局の方で整理させていただきましたのが、こ

ちらの「増築の場合の事前協議及び届出の適合審

査について」でございますけれど、今回墨田区の

景観条例では、新築・増築・改築もしくは移転の

場合について、届出、事前協議が伴ってきますけ

れど、増築についての定義ですとか、増築した際

の基準等への適合について、整理させていただき

ました。 

増築の場合の事前協議及び適合審査ですけれ

ど、増築の定義といたしましては既存の建築物と

同一敷地内で建築されるもの、別棟増築も対象で

す。増築した際に、増築後の面積が事前協議の規

模になるものにつきまして、既存部分プラス増築

した部分すべてを景観形成方針、景観形成基準に

適合しなければならないという扱いになります。

下の方にございますけれど、同一棟の場合の増築

と、別棟の増築がございますけれど、全体の延べ

面積が500㎡以上になる場合は届出をしてもらう

ということになります。ただ、既存部分が大きく、

増築部分がかなり小さい場合もございますので、

既存部分への適合が難しいというところについ

ては、下の方に書いてございますけれど、改善計

画書等の提出を求めることで、今後増築・改築等

を行う際に景観に配慮していただくよう働きか

けるようにいたします。 

以上で説明を終わります。 

＜中野会長＞ 

参考資料３の誤字が少し気になったのですが、

「述べ面積」の「延べ」は漢字が間違っています

ね。それから「延べ面積」というのは建築基準法

では「延床面積」のことでしょうか。ですから、

増築の場合の２の、増築した場合の建築物の「延

べ面積」が「延床面積」、「べ」を「床」にして、

ひらがなの「べ」は要らなくて「延床」、漢字２

文字ですね。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

「述べ面積」の表記が「述べる」という字にな

っていますが、延長の「延」です。申し訳ありま

せん。 

＜岸委員＞ 

「延床」ではなく、「延べ面積」でいいのでは

ないでしょうですか。 

＜中野会長＞ 

そうでした。こちらは「延べ面積」ですね。失

礼しました。 

＜中野会長＞ 

では、ただ今の説明に関しまして、皆様からご

意見、ご提案をいただきたいと思いますが、その

前に、本日欠席されている委員から、ご意見をい

ただいているのでしょうか。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

それでは、今回、審議会を欠席されている委員

の方からご意見を伺っておりますので、ご紹介さ

せていただきます。 

まず、鈴木委員からのご意見でございますけれ

ど、「景観計画の中の景観形成基準に川辺に関す

る事項があり、川に向けた景観形成基準が述べら

れているが、堤防等で川と市街地が分断されてい

るところがあるので水辺への視線の確保などの

誘導は難しいのではないか。特に、内河川では、

公共側の整備と課題がある」という意見がござい

ました。 

また、「すみだらしさとあるが、具体的にどの

ようにしてくのかはっきりしていない。どういう

まちづくりをすべきかを区がもっと示すべきだ」

ということでした。そのほか、景観計画には関係

ございませんが、審議会で区内を実際に見て、審

議会委員さん同士で歩いたりしまして、共通認識

を持つ必要があるのではないかということです。 

次に飯泉委員からのご意見でございますが、今

回増築されるところの扱いについて説明いたし

ましたけれども、飯泉委員からもやはり「増築の

場合も原則的に既存部分の景観への配慮をすべ

きではないか」という意見がございました。以上

です。 

＜中野会長＞ 

それでは皆さん、ご意見はございますでしょう

か。今日の参考資料３は、飯泉委員の意見を加え

て修正してあります。私も事前にコメントさせて

いただきました。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 
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参考資料３は、事前にご意見をいただきまして、

修正させていただきました。 

＜中野会長＞ 

当初、新築部分のみという話がありましたが、

やはりそれは本来の趣旨からいくとおかしいの

で、改善措置も要請すべきだと思います。ただし、

これはケースバイケースもあるので、特例のケー

ス、緊急避難的なものも用意しておかないと、全

てかなり高額な費用がかかるものを要請すると

いうのは無理があるかもしれません。ですからそ

こはケースバイケースで対応するのですけれど

ね。それについて、文言は何かご用意されるんで

すよね。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

但し書きの内容につきましては今後、詳細に改

善計画が必要な、但し書きが適用する規模などを、

定義していきたいと考えております。 

＜中野会長＞ 

規模でいくのかそれともケースバイケースの

何か、景観アドバイザーなり審議会なりのコメン

トをつけて提出させるかですけれど、そこのケー

スですね。 

では皆さん、いかがでしょうか。 

＜紙田委員＞ 

紙田です。資料２を見ていて、流れの話で、11

ページのところで、東京都のフローですが、届出

は行為の着手の 30日以上前となっていて、６ペ

ージと７ページの、区のフローでは、行為の着手

ではなく建築確認申請の前ということで、線が引

かれていると思うのですが。で、だいぶ前に一回、

建築確認申請の 30日以上前に届出を出してもら

うというのは大丈夫なのかという質問したと思

うのですが。本文の方には、建築確認申請の 30

日前までとしますと書いてありますが、墨田区景

観条例の方ではあらかじめとかしか書いていな

くて何日前とは書いてありません。景観法からす

るとやはり届出は行為の着手の 30日前と書いて

ありますよね。ですので、建築確認申請との関係

がこれで大丈夫なのかどうか確認したかったの

ですが。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

原則としましては、規則の中に書いております

が、建築確認申請か行為の着手のいずれか早い方

の 30日前までにということです。こちらは景観

法の条例ですので、実際に、建築確認申請が出た

場合につきましては、受け付けるということにな

るかと思います。 

＜紙田委員＞ 

なるべく 30日以上前に出してくださいねとい

うことですね。 

11ページの東京都の方は変えられないですよ

ね。行為の着手の30日以上前というのは。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

今回、墨田区が景観行政団体となりましたので、

届出につきましては墨田区の条例に位置づけら

れます。 

＜紙田委員＞ 

例えば、景観条例の届出を出して 10日後ぐら

いに建築確認申請を出したい、あまり景観の色な

んて関係ないという方が結構いると思うのです

が、そういう時は拒否できないということですね。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

事前相談という形で事前に窓口で届出の流れ

の説明を行うことで、建築確認申請を出す 30日

前までに届出して下さいということをお願いし

ていくことになります。法で定めがありますから、

建築確認申請を出す窓口においては、受けざるを

得ないと思いますけれど、やはり届出は行為着手

よりも前の計画段階で、事前に届け出ていただき

内容審査を行うことが必要であると考えていま

す。 

＜紙田委員＞ 

行為の着手の 30日前までということで、その

辺のところは民間の確認検査機関などにも、受理

しないようにというふうに連絡されるわけです

か。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

通知して周知いたします。 

＜紙田委員＞ 

もっと前に出したいという方は結構いらっし

ゃるのではないかと思いますが。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

開発指導要綱や通称集合住宅条例というもの
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もありまして、そちらにつきましても確認申請の

何日前ということで届出していただいてござい

ます。ほとんどの方に出していただいてますので、

景観につきましても同様に、事前周知も必要かと

思います。それから、その集合住宅条例等と同じ

部署が景観の届出も受理いたしますので、それと

の関係性を分かりやすい形で整理したいと思い

ます。 

＜岸委員＞ 

建築確認申請がですね、施行令の改正により修

正が要するにできないと言いますか、実際に建築

確認申請を出されてしまって、届出の内容に計画

案の修正が出てしまいますと、見直しという形に

なりますので、できれば建築確認申請前に届出い

ただいて一定期間経過した中で、建築確認申請を

していただいた方が良いのではないかと思いま

す。 

＜中野会長＞ 

確認ですが、91ページの行為の着手のところに

ある横バーは間違いで、建築確認・開発許可申請

のところに移動するということでよろしいです

ね。 

皆さんから直接手で修正をお願いします。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

改めて修正したものをお送りいたします。 

＜中野会長＞ 

最終的な案をとったものをお送りいただけれ

ばよろしいかと思います。 

墨田区の特殊事情ということで、条例等々、調

整をしていくとやはり建築確認・開発許可申請の

30日前までというのは合理的だと思います。ただ

法律上どうかというとまた別の議論が必要です

が、墨田区は原則としては建築確認申請の 30日

前までというのは問題はないですね。むしろ景観

条例の趣旨から正しいと思いますし、ものによっ

ては景観審議会の意見を聴かないといけないも

のもありますので。 

よろしいですか。異論はございませんか。 

＜紙田委員＞ 

そういう流れでいくと思うのですが、どうして

も建築確認申請を出したいという人が出てきた

ら、拒否はできないだろうなというふうに、余計

な心配をしているだけで、多分拒否はできないと

おっしゃっているのでそれを踏まえた上でやっ

ていくということですね。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

そうですね。できるだけご理解していただいて

運用していきます。 

＜中野会長＞ 

建築確認申請の 30日以上前というのは原則な

のか、絶対なのかというのは、どうなんですか。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

絶対です。 

＜中野会長＞ 

絶対でよろしいですね。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

条例上は絶対となります。 

＜中野会長＞ 

ただし、景観法なり国からすると、行為の着手

の 30日前までということで、若干の考慮はケー

スバイケースでありえるということですね。 

よろしいですか。あまりあいまいにしておくと

混乱しますので、原則じゃなくて絶対なんですね。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

今のお話は、条例上ですけれど、法律上ですと、

行為の着手の 30日前を過ぎると法律違反という

ことになります。 

＜紙田委員＞ 

そうですね。地上部分の着工をしてしまうと法

律違反になるということですね。 

＜中野会長＞ 

よろしいですね。他にございますか。 

＜篠崎委員＞ 

資料２で言いますと、修正の③、④で景観アド

バイザーに関して修正されていますが、初期段階

から届出の段階まで関わるという考え方は大変

良いと思いますが、アドバイザーによる「審査」

というものがこの図に出ているのですが、アドバ

イザーが審査するというと誤解を与えるような

気がするのですが、それは良いのでしょうか。あ

くまでもアドバイザーも審査のプロセスに関わ

ってくるということだと思いますので、ちょっと
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誤解を与えるのではないかと思います。 

あと、時間軸でアドバイザーが初期から最後ま

で関わってくというのは分かるのですが、この図

だとかなりアドバイザーが関わってくるように

捉えられるのですが。 

＜中野会長＞ 

いかがでしょうか。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

ご指摘の景観アドバイザーの届出審査への関

与ですが、委員のおっしゃるとおり、確かに「審

査」という言葉は誤解を与える恐れがありますの

で、「意見」という風に言葉を変更させていただ

ければと思います。 

＜中野会長＞ 

「意見」でよろしいですか。それでは、資料２

の６ページ、７ページ、11ページの「審査」を「意

見」として修正してください。 

あと篠崎委員からご指摘のあった景観アドバ

イザーは、フローにある図の縦幅がかなり長すぎ

るんですね。ですから少し短くしていただいて、

むしろ審議会の図を大きくした方がよろしいで

すね。審議会は１回に限らず数回もあり得ますし、

その方が審議会の重みが整理できますね。それで

は、せっかくのご指摘だと思いますのでそういう

形で修正をお願いします。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

それでは、そのように修正させていただきます。 

＜中野会長＞ 

あと私が若干気にしたのは、以前、事前に見さ

せていただいて、景観アドバイザーの選定がどう

いうふうになるのか、景観アドバイザーの意見と

審議会のメンバーと意見が食い違った場合は、ど

ういう手続きでどういうふうに修正していくの

か、色々運用段階でまだ詰めなければいけない内

容も出てくるはずですが、それは景観アドバイザ

ーの人選に関わるような気がします。 

＜加藤副会長＞ 

その辺りは、審議会の委員とは限らないわけで

しょうか。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

そうですね。今の段階では、審議会の委員さん

以外で選定したいと思っております。 

＜中野会長＞ 

それは選定プロセスと選定することに対する

責任を全て区長さんが負われると思うのですが、

その前に、審議会に事前に景観アドバイザーのリ

ストがあって、それについてご意見をというのが

あるのかどうかですね。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

その辺のご意見はいただきたいと思っており

ます。 

＜中野会長＞ 

ただ、ほとんど資料のないままフリーパスして、

責任が審議会にいって、審議会が選んだのにどう

して違う意見なんだというのもまたトラブルの

元になるので、そのプロセスは大事ですね。 

＜加藤副会長＞ 

そうですね。このフロー図にある景観アドバイ

ザーと審議会の間のこの点線の部分が大事だと

思いますね。 

＜中野会長＞ 

それは今後計画が煮詰まってからもう少し議

論するといいかもしれませんので、具体的な人選

をしていく中で、審議会との関係を事前に決めれ

るといいかもしれないですね。今日は議論できま

せんから、次回ぐらいにその決め方ですとか、意

見が食い違った場合の手続きをどうするかとか、

色々と議論できればと思います。どういう仕組み

でやっていくかというのは少しシミュレーショ

ンしていただきたいと思います。他の区でも似た

ようなケースが色々研究されていると思います

ので。 

みなさん他の行政団体で審議委員をされてい

て何か事例がありますでしょうか。 

＜篠崎委員＞ 

一般的な話ですと、審議会とは直接関係がない

ということではないかと思います。 

＜中野会長＞ 

一般的にはそうですね。別の存在だということ

ですね。 

＜加藤副委員＞ 

私が聞いた話では、景観アドバイザーのアドバ
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イスの結果とかが、一体どのようなアドバイスを

したかというのが審議会に伝わっていなくて、実

際には指導していただきたかった部分が指導さ

れていなかったり、つながりがないため難しいと

いうことは伺ったことはあります。審議会とアド

バイザーとの関係ですね。 

せっかく運用するので形骸化しないように是

非したいと思いますので、アドバイザーの位置づ

けは非常に大事かなと思います。 

＜渡辺貞承委員＞ 

同じところですが、フロー図の審議会の※印で

すけれど、「必要に応じて景観審議会の意見を聴

く」ということですが、この「必要に応じて」と

いうのはどういう、どのようなことを想定されて

いるのですか。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

まだこれに関して詰められていないのですが。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

勧告や変更命令をしなければならないという

物件が出てきた場合には、必ず審議会に諮らない

といけないと考えています。それ以外に、景観形

成基準の中で、定量的な基準で色彩基準がありま

して、その基準に外れているものについてどうす

るかということがあります。例えば色彩基準に外

れていても「まとまりある景観として問題がない

ので良いのではないか」ということについての審

議も想定しています。 

＜中野会長＞ 

そうすると今度は※印の「必要において景観審

議会の意見を聴く」というのは、審議会の下にあ

っていいんですよね。本来ならば※２として、例

えば「景観アドバイザーからの意見」として※２

に付けておいて、審議会というのはこういう全員

が集まった会議ですので「必要に応じて景観審議

会委員の意見を聴く」としたらいいのではないで

しょうか。 

事前に相談するとなると、景観アドバイザーだ

けではなくて、景観審議会の委員、できれば複数

の方がいいのですが、そこで事前に意見を言わせ

ていただいて、それを審議会において審議すると

いう方が、おそらく区としても景観アドバイザー

の方にしても、良いプロセスなのではないかと思

います。これは、景観アドバイザーが審議会の委

員と全く違うアドバイスをしたらまずいので、例

えばこのメンバーの中で複数の意見を聞いて通

しておけば、審議会を通しやすいと思いますが、

ズレを補正することはできますか。いかがでしょ

うか。 

私の提案ですけれど「景観アドバイザーから意

見」というところの、意見のところにつけると。

他にもっといい意見はありますか。 

一応これ６、７、11頁全て共通に「審査」とい

った内容を「意見」に、アドバイザーだけではな

くて、もう１つ※の２をつけて、「必要に応じて

景観審議会委員の意見を聴く」と。 

少し疑問に感じたものですから、必要ないかご

審議いただきたいと思います。事務局としては問

題がありますでしょうか。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

問題ないと思います。 

＜中野会長＞ 

必要に応じて審議会の意見を聴くというのは

あいまいですよね。どこに意見を聴くのか。審議

会ではなくて委員ですね、審議会でやるわけでは

ないですから、そうした方がよろしいですね。。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

表現が省略されておりますが、実際のプロセス

としては会長のおっしゃったとおり、審議会開催

前に、各委員さんにご意見を伺うこととなります。

その後審議会で審議していただくということに

なりますが、こちらはフロー図なので表現を省略

させていただきました。 

＜中野会長＞ 

他にご意見はありますでしょうか。 

＜岸委員＞ 

資料１の墨田区景観計画案の中で、72ページか

ら色彩基準と書いてありますけれど、先程事務局

の和田さんの方からお話がありまして、色につい

ては今この表で示しているマンセル値のカラー

チャートが最終的には掲載されるということで

すか。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

前回お示ししていたカラーチャートを入れる

予定でございます。ただ印刷物ですので、実際は
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表の色相などの数値が正しく、カラーチャートの

色相などはあくまでもイメージとなります。しか

し、やはりカラーチャートがあった方が事業者の

方もイメージしやすいと思いますので、版権につ

いての調整がつき次第入れる予定でございます。 

＜岸委員＞ 

そうしたときには、例えばその色の表の下に、

今課長がおっしゃったような文言を書き添える

なり、色については、印刷なので多少実際とは違

うみたいなそういう但し書きを書いておいて、あ

くまでもこの記号で見てくださいという必要が

あるということですね。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

はい。そういった文言を入れる予定です。 

カラーチャートについての補足ですが、東京都

景観色彩ガイドラインに掲載されているカラー

チャートは色を特定していない形でのチャート

になっています。色彩のマンセル値は、明度と彩

度と色相で表現されるのですが、例えば赤のとこ

ろでは、赤系の色相ということで、この黄赤のと

ころでは、０Ｒから 4.9ＹＲまでの色相の場合が

この１つのカラーチャートで表現されていて、こ

の０Ｒから 4.9ＹＲまでの色相の場合は、明度と

彩度はこの範囲といった形であいまいに表現さ

れてございます。東京都は景観計画とは別冊子で

景観色彩ガイドラインを持っていまして、カラー

チャートの版権は東京都の委託業者が持ってい

るのですが、同じような表記をするということで

東京都とは調整してまいりました。 

墨田区といたしましても、各区が独自の色彩基

準を設ける中で、マンセル値の表だけでは、事業

者の方も分かりづらいだろうというところがご

ざいますので、できれば東京都と同様の表現にさ

せていただきたいと考えております。 

ですので、あくまでもこれはイメージ図で、色

相という形できちんと出ているものではない、赤、

黄赤、黄色、黄緑、緑系という程度のカラーチャ

ートです。 

ですので、実際は届出があったときに、外壁に

使われている色のマンセル値を伺って、その色見

本を貼っていただきます。そこで、その色がこの

基準の中に入っているかどうかを審査するとい

うやり方を東京都も今やっております。墨田区も

同様に考えておりますので、色が実際マンセル値

で表わすと何なのか、色相が何、彩度が何、明度

が何ということを審査しますので、カラーチャー

トと見比べるというわけではありません。 

＜中野会長＞ 

東京都のカラーチャートをそのまま引用して

くれば、何の問題もなく引用はできると私はみて

いたのですが、版権の問題があるんですね。 

それから、東京都の一般地域の色彩基準を区の

対象規模の物件にも適用すると少し厳しい部分

があったということで、その部分を東京都の基準

よりも墨田区は緩和していますが、一方で、対象

規模を東京都よりも小さいものにしたことから

区域によって強調色の基準があるところとない

ところがでてきてしまっています。 

それに皆さん初めて気づかれた方もいるかも

しれませんが、私も実はついこの前に気付きまし

た。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

隅田川・荒川軸、歴史・文化景観拠点の色彩基

準ですが、現在東京都の隅田川景観基本軸と文化

財庭園等景観形成特別地区と同様のものを入れ

ています。この２つの区域については、東京都の

色彩基準をそのままあてはめてあり、区のその他

の区域については、東京都では一般区域という扱

いなので、一般区域の色彩基準をあてはめること

となるのですが、墨田区の対象規模にあてはめた

として昨年度と今年度に調査を行いましたら、現

状の建物について、基準の範囲を超えてしまうこ

とが分かったため、区の現状に沿うように黄赤の

色相だけ彩度の範囲を緩くしました。 

実際今まで東京都では、一般区域の建物の届出

は、３万㎡または60m以上の大規模な建物につい

て色彩基準を使っていまして、隅田川景観基本軸

はですね、もう少し小さい 1000㎡以上または 15

ｍ以上の建物を対象としていました。そのため、

本文の 74ページをご覧いただきたいのですが、

隅田川・荒川軸には、強調色とアクセント色の基

準を設けておりません。ですが、もともと東京都

で大規模な建物を対象としていたその他の区域

には強調色の彩度について基準があります。その

ため、76ページの③については、先ほども申し上

げましたとおり、黄赤の部分の彩度を広げており
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ますが、強調色の基準があるということで、隅田

川・荒川軸よりも厳しい基準となっています。 

色彩の専門家等のご意見では、今回、色彩基準

そのものが、ある程度の最低基準であるので、あ

まり変わらないのではないかというご意見もい

ただいていまして、彩度がこの範囲程度であれば

そんなに変わらないのではないかというご意見

をいただいています。 

＜岸委員＞ 

私が確認したかったのはですね、届出を出すと

きに、あくまでもこのマンセルの記号で示すのか

ということです。それでカラーチャートには、先

程おっしゃったような参考であるという但し書

きも書いておくと。あともう少し見やすく表現を

図られた方がいいかなとも思います。 

というのは私の経験なのですが、別の区で景観

の届出を出したときに、窓口でいただいた冊子と

自分が前回役所でいただいた冊子と色が非常に

違うものなんですね。それで、窓口で色々やり取

りがあったのですが、一概に色というのは難しい

ですし、テクスチャーが違うとまた違ってきます

ので、先ほど説明があったとおり、色見本を貼っ

てそれを提出されると、そういうやり方でいいの

かなという疑問はありますが、とにかく、食い違

いがないような形にしていただきたいと思いま

す。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

はい。そのように努めていきたいと考えており

ます。 

また、区といたしましては、今回は東京都が既

に色彩基準をもっておりましたので、隅田川軸に

ついてはそのまま引用しました。今後、景観形成

重点地区などを指定し、もう少し詳細な地域の基

準等を設ける場合は、地域の色がどうなっている

のかなどを調査し、議論させていただければと思

います。今回はこういう形で提示させていただき

ました。 

＜中野会長＞ 

カラーチャートをオリジナルで作るのか、東京

都の表現の版権について許可をもらい修正を加

えるのか、その問題がありますね。私は、東京都

のものをそのまま添付して、参考資料として、そ

こにクレジットで東京都とカラープランニング

センターと入れておいて、墨田区独自に変わった

ところには文言で「ここは変わった」としても、

それほど支障は無いような気はします。わざわざ

オリジナルでカラーチャートを作ると、それだけ

がまた墨田区バージョンになって、届出を出す方

は、東京都バージョンと墨田区バージョンを見比

べる、二つを見ないといけないということになり

ますね。ですから混乱を招かないためにも、その

まま東京都の表現を使った方が良いのではない

でしょうか。独自につくった場合、結構大変な作

業になると思います。 

それに、印刷物って紙とインクの関係で印刷業

者によって必ず違いますよね。ですからこれはあ

くまで参考であって、実際はマンセル値を使って

くださいと言えばいいと思います。 

それから、墨田区の場合は区全域を抑えている

から大雑把ですね。実際これから具体の地区の景

観地区指定ですとか、景観形成重点地区の指定を

した段階ではもう少し厳しい基準をつくってい

ただいて、これを外していくというプロセスをし

ていかないと、こんな大雑把なものでいいのかっ

ていうのは私も思います。料亭街とかですね、特

殊な地域はこんな大雑把な色彩基準で許してい

っていいのかというのは私の意見ですが、これは

これで区全域のものとして固めておく、これから

各論に移るときにどうしても必要なものについ

ては景観形成重点地区なり、法に基づく景観地区

を定めて色を決めていくというプロセスをやっ

ていただければと区全域であまり細かい区分け

は必要ないかと思います。 

他に、何かございますか。 

＜加藤副会長＞ 

よろしいですか。冒頭にご説明いただいた参考

資料の３の件ですけれど、これはこの計画案の資

料１の方のどこかに掲載されているのでしょう

か。 

これは非常に大事な点だと思っていまして、実

は他の自治体の中でも他はどうなっているのか

という話題が出るんです。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

基礎調査はしていませんが、本日ご欠席されて

いる飯泉委員から、外観の変更についても５％以

上で届出を必要としていますので、そういった意
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味においてはやはり変更の小さい物件について

もなるべく全体を景観形成基準に合わせるとい

うことは必要なのではないかというようなご意

見がありました。中野先生からのサジェスチョン

もございまして、全体にということにしておりま

す。 

なお、資料３の内容につきしましては、事業者

向けのマニュアルの中で示し、景観計画には掲載

しませんので、ご了承いただければと思います。 

＜加藤副会長＞ 

分かりました。 

＜中野会長＞ 

審議会の意見としては、仮に499㎡であっても

極力景観形成基準に添う形で改修をしていただ

きたいという趣旨がありますが、ただそれを全て

に適用すると、混乱が起きてしまいますから、届

出の対象規模を定めているということですね。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

本文 86ページ、それから資料２の４、５ペー

ジですが、事前相談についても、やはり景観形成

基準を参考にしていただくということを打ち出

していくということで、区民向けのパンフレット、

事業者向けのパンフレット、マニュアル等をつく

って細かい規定を示したいと思います。まだお見

せできなくて申し訳ありません。 

＜紙田委員＞ 

パブリックコメントの意見の中にもありまし

たが、景観まちなみ協定の具体的な要件というか、

そういうようなものが、条例の中には書いてない

し、計画の中にも書いていないのですが、条例の

規則とかそういう中に書かれるのでしょうか。景

観協定などは全員の合意が必要ですが、景観まち

なみ協定に関してはどうやったら協定が締結で

きるかというのが書いていませんよね。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

本文の 10ページですね。景観条例の５章のと

ころに景観まちなみ協定の説明があります。 

＜紙田委員＞ 

どうやったら締結できるか、締結したら区は認

定するとか、そういうのは分かるのですが、実際

にどんな内容で、どんな要件でみたいな、そうい

う具体的な内容が分かりません。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

景観まちなみ協定の狙いとしましては、小さな

単位から、良好な景観に向けた協定が結べるとい

う、そういう制度ですので、２、３軒、向こう３

軒と書いてあるんですけれど、２、３軒からでも

始められますよと、それをつなげていくことが必

要だと考えています。ただ、区が認定するという

ことになりますと、その景観まちなみ協定に対し

て近隣の皆様からもご意見があるかどうかとい

うものを確認する必要性が出てくると考えてお

ります。本文 11ページのところに少し表の中で

書いてありますが、３分の２以上の合意を得るこ

ととしております。 

＜紙田委員＞ 

区として、これは認定する、これは認定しない

というのをある程度はっきりしておかないとい

けないと思います。区民の立場で考えると、どん

なものが景観まちなみ協定に認定されるのかと

いうのが書いてあった方が、「認定して下さい」

と言いやすいかなと思います。 

＜中野会長＞ 

せっかく条例で景観まちなみ協定という制度

をつくったのであれば、一年以内に１、２箇所は

つくるとか、そういう目標を掲げないといけない

ですね。国も地区計画のときにせっかく新しい法

令を作ったのだから、早く具体地区をつくろうと

つくってきた経緯がありますので、そういうもの

はどこか事前に候補地があって、それをイメージ

して条例でこういう内容を定めたというのであ

れば、その第一号をどこにするのか、頑張ってい

ただきたいと思います。 

場合によっては、とりあえず景観まちなみ協定

というので緩やかに決めておいて、それから景観

形成重点地区に切り替えるなり、景観地区に切り

替える、何年後かに、そういうふうな形でプロセ

スを追っていく方法もあるんですね。地区計画の

ときもまずは建築協定、それから緩やかに合意形

成しておいて、それがある程度認知されたのであ

れば５年後に地区計画に切り替えるというケー

スもあったと思います。是非それは努力していた

だきたいなと思います。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

まちづくり団体の方でそういう動きもありま
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すので、その辺を少し詰めさせていただいきたい

と思います。 

＜加藤副会長＞ 

ただ今その、本文９ページから 10ページにか

けて、景観地区とか協定関係の説明が出ています

ね。それが要するに法的なバックアップがあるル

ールと、それから景観まちなみ協定のように区が

独自で考えた制度が一緒に書かれてしまってい

るので、少し書き分けをすると、区独自でこうい

うのがありますよと、比較的緩やかだけれども、

この協定を締結することによって、先程会長がお

っしゃったように重点地区にバージョンアップ

できますよ、みたいな書入れがあるといいかなと

いう感じがしました。ですから 10ページの５行

目までが、今まである景観法に基づくものですね。

そうじゃなくて、地域で色々発意があったときに

こういうふうになっていきますよというものが

あれば、もうちょっと分かりやすいかと思います

が、いかがなものでしょう。もしかしたら後ろの

方にあるのかもしれませんけれど。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

８ページをご覧いただきたいと思います。区民

が進める景観まちづくりの進め方ということで、

区といたしましては第一段階としてまちづくり

条例による「地区まちづくり団体」、向こう三軒

など、身近なまちなみ景観の形成である「景観ま

ちなみ協定」をつくりながら景観についてまず皆

さんで景観まちづくりを進めていただきたいと

思います。それから「すみだ風景資産」を活用し

て皆さんで地区にある資源を共通認識を持って

大事にしていただき、第二段階として「景観まち

なみ協議会」を結成し、景観形成重点地区の指定

を目指ぢていただくと。最終的な段階としまして

は、先生のおっしゃるとおり、そこから建築協定

や景観協定、景観地区や地区計画ということにな

ると思います。この部分を、11ページのところに

主な景観形成手法の概要ということで並べて書

いてしまったのですが、左から厳しいもので右に

いくほどゆるいもので並べています。以前、加藤

先生からご指摘をいただきまして、そういう意味

合いで、区としてはこのように整理させていただ

いています。 

また、先程もお話しいたしましたけれど、区民

の皆さん向けのパンフレットをつくっていくの

ですが、今想定していますのは、届出などの内容

は少しだけにして、やはり景観まちづくりに重点

をおき、地区まちづくり団体などの景観の進め方

について説明する内容を検討してございます。 

＜中野会長＞ 

どうですか。区内在住・在勤委員の方、景観ま

ちなみ協定を締結した方がよさそうなところを

具体的に出していただき、委員で見学会をした後、

審議会としては景観まちなみ協定なり景観形成

重点地区にすべき地区ではないかとコメントを

して、これは別に決議ではないですが、事務局の

方に下駄を預ければ、ひょっとしたら動いてくれ

るのではないかと思います。私はそういう期待を

持っているんですね。特にマンション紛争などが

起きそうな場所って、ある程度まとまって敷地が

あるとか先に調べれば分かるんですね。そこにい

くとやはり、私はまず、協定を住民自ら締結され

た方が問題を回避できると思います。それは審議

会の各委員の自主的な発意がなくても恐らく動

くと思います。それか、建築士会の方とか、サポ

ートしていただける団体、ＮＰＯの方々などあれ

ば、それは逆に事務局側に期待する部分でもあり

ますが、逆に動きやすいというのもあると思いま

す。私は是非景観審議会をそういう形で、実のあ

る形にしていきたいと思います。 

在住の委員の方、コメントありますか。 

＜岸委員＞ 

北斎通りまちづくりの会がありまして、今年か

ら景観部会が出来ております。例えば今ここにあ

ります景観形成方針や基準、次の段階として景観

形成重点地区、それに向けてやっていきましょう

というようなことで、この間シンポジウムを開催

したりしています。 

住んでいる方の意識がもう少し高くなってく

ださるといいのですが、やはり北斎美術館が出来

ることに皆さん期待半分、あと、タワーが出来る

ことについても、皆さん色々意見はあるようです。 

＜中野会長＞ 

向島あたりは、いかがですか。 

＜紙田委員＞ 

住んでいる方は、守っていきたいという意識は

あまりなく暮らしている方たちが多いと思うい

ます。 
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＜中野会長＞ 

問題が起きて初めて理解されるんですね。ただ

そこから逆に運動を起こさないと、そういう運動

を起こしていけるといいなと思いますが、逆にこ

の内容なら反対しないよということであれば、委

員さんも参加されるといいと思います。 

＜岸委員＞ 

やはり町工場がマンションに建て変わるとい

うところで、今まで住んでいる住民の意識の違い

とか、あとは要綱とか色々な条例の関係で、どう

してもこうならざるを得ないというマンション

の形になっていて、それが果たして墨田区のまち

の集合住宅のあり方としてふさわしいものかな

というのはかなりあるみたいですね。今まで住ん

でいる人たちの間でも色々な問題が起きていま

す。ですから身近なところではそういう意識があ

って、景観まちなみ協定ももう少しできるのかな

というのは感じています。 

＜中野会長＞ 

渡辺委員、それに関連して何かありますか。 

＜渡辺貞承委員＞ 

先だって、今岸さんがおっしゃった北斎通りの

シンポジウムに、私も参加してみたのですが、や

はりシンポジウムに来られている方は熱心であ

るという感じがしましたが、そこに出ていないそ

の他大勢の方々、その方々に対して、会としてど

う呼び込むのかというのが今後の課題かなと感

じました。具体性を持っていくこと、確かに具体

的な形にしてそういう議論をしながらやってい

くというのは、まちづくりの方向として大変いい

流れですので、その他大勢の方々をどう呼び込む

かがが課題になるかと思います。 

＜中野会長＞ 

その他にございますか。今日は景観計画（案）

の確認ですが、どうしましょうか。まだ 11時 21

分ですので、もう少し今後の進め方も含めてです

ね、意見交換が出来ればと思いますがいかがでし

ょうか。もう半分それに近い形になっていますが。 

鈴木委員からですね、「審議会で区内の地域を

実際に見て共通認識を持った方が良いのでは」と

いう提案がありまして、区内在住の方は大体見ら

れているんじゃないかと思いますが、場合によっ

ては審議会のメンバーで少し区内を街歩きして、

共通認識を持つというのは重要かと思います。日

程を調整して会長名で声をかけて、集まれる方だ

けでも集まってということをしたいと思います。

何か候補地なり街歩きについてご意見はござい

ますか。 

＜事務局（河上都市計画部長）＞ 

区内に倉庫がありまして、新しい倉庫を作ると

きは、ワイヤーを全部とばして、計画的に壁面緑

化をしているところがあります。ちょうど大横川

親水公園に面していますので、機会があればご覧

になっていただければと思います。最初はうまく

いかなかったように聞いておりますが、現在は、

無機質な倉庫群が緑で覆われてまして、調和され

た景観をつくっています。本日欠席されている鈴

木委員がお持ちの倉庫ですので見られると良い

かと思います。 

＜加藤副会長＞ 

大賛成ですけれど、日程が合うか気になります。 

＜中野会長＞ 

皆さんお忙しい方ばかりですので全員は無理

でも何回か回を重ねていければと思います。区民

の方に、審議会の委員が実際街歩きして、本気で

街を見ているんだなというふうに感じ取ってい

ただければ、ということがあればと思います。何

人か、半数以上集まれば意味があると思うんです

ね。私は特に料亭街が気になっていまして、マン

ション建設は、風情がなくなってしまう可能性が

ありますし、あれこそ何らかの保全措置をすべき

ではないかと感じています。そうなると料亭街は

昼間見るよりも夕方見た方が良いのかもしれま

せんね。 

＜加藤副会長＞ 

北斎通りは是非歩きたいですね。 

＜岸委員＞ 

北斎通り、両国、旧安田庭園、慰霊堂界隈、あ

と今おっしゃった大横川親水公園とか、あの緑化

も十年くらい経っていますよね。それから、この

間のＪＩＡの街歩きに参加しました。鐘ヶ淵から

東向島までの木密地域と白鬚防災拠点を歩きま

したが、防災拠点の建物は城壁のようになってい

るのですが、今となってはこれも色々問題がある

のではないかと思います。今まで地震が起きてい

ないから検証されていないのですが、今後どうな
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ってしまうのか分かりませんが、景観的には非常

に気になるところです。都市計画マスタープラン

とか、色々な会合に出たときに、皆さんあまり防

災拠点のことには触れないですね、なんだか切り

離して考えていらっしゃるような感じがしまし

たが、あれだけ巨大なものですと景観的にもまち

との関係なども出てくると思います。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

委員の皆さんに区の景観について共通意識を

もっていただくことは重要なことだと思います

ので、審議会とは別に開催して、できるだけ多く

の委員さんにご参加いただけるようにしたいと

思います。 

＜中野会長＞ 

皆さん大学の授業があったりしますから、ある

時間帯を決めて回っていければいいかと思いま

す。ではよろしいですか。あと他にご意見があり

ましたらお願いします。 

＜岸委員＞ 

参考資料２の１ページの説明会に、区民向け説

明会とそれから事業者向け説明会と書いてあり

まして、それで３ページ目以降に、「ご意見・ご

提案の概要」と書いてあるのですが、事業者向け

説明会というのは具体的にどういう方にどうい

う説明会をして、どういう意見があったのでしょ

うか。ここに書いてあるのは区民向けの説明会と

あわせて両方入っているのですか。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

両方です。事業者向けというのは区内の建築関

係団体、それから屋外広告物の関係団体に、声を

おかけして実施しております。ご意見等はパブリ

ックコメントということで、この中に集約してお

ります。 

＜岸委員＞ 

特に何か大きな事業が動いてそれに関してと

いうことではなくて、建設業に関わる団体から業

者さんに向けてというニュアンスですね。 

＜中野会長＞ 

ではよろしいですか。では、事務局から連絡事

項があればお願いします。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

今後のスケジュールでございますが、本日ご審

議いただきましたものを修正いたしまして、9月

17日に修正案を区議会に報告させていただきま

す。景観法に都市計画審議会の意見を聞くことが

位置づけられてございますので、10月 13日の墨

田区都市計画審議会に諮問します。その後、区長

決定いたしましてから 11月 2日から運用を開始

します。ですので 11月より届出及び事前協議を

開始します。屋外広告物の規制に関しましては景

観計画の中で位置づけてございますけれど、実際

は、これに基づいて、東京都屋外広告物条例の規

則の中に位置づける必要があります。その作業が

ございまして、今東京都と協議をしております。

日程はまだはっきりしていませんが、来年１月を

予定しております。以上です。 

＜中野会長＞ 

今の説明に関して、ご質問はございませんか。

この中に都市計画審議会のメンバーの方はいま

すか。 

＜事務局（河上都市計画部長）＞ 

景観審議会の皆さんの中にはいらっしゃいま

せん。 

＜中野会長＞ 

分かりました。他に何かございますか。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

11月2日以降、届出と事前協議を墨田区バージ

ョンで運用を開始させていただくわけですが、事

前協議は確認申請等の 60日前まで、それから届

出は確認申請等の 30日前までということで行っ

てまいりますが、一定の猶予期間を設けまして、

事前協議に関しては、1月 1日以降に建築確認申

請を出すものについて、事前協議を 11月 2日か

ら開始します。届出につきましては、12月2日以

降に建築確認申請を出すものについて、11月2日

から届出を受け付けるということになります。そ

うは申しましても、窓口におきましては、今から

景観に関して景観形成基準等々示しまして、ご配

慮下さいというアナウンスをしております。 

＜事務局（河上都市計画部長）＞ 

端的に申し上げますと、本来なら 11月 2日か

ら遡って 30・60日とかなのですが、それはでき

ないので暫定的な開始となります。 
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＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

あと一点、景観法に基づく届出は着工の 30日

前までとなってございます。これまで東京都の景

観計画で対象規模であったものは、そのとおりい

くわけですが、建築確認申請を前にとっていても、

着工が12月2日以降のものについては着工の30

日前までに届出をいただかないと法律違反にな

りますので、お願いしたいと思っております。 

＜中野会長＞ 

行政窓口の準備は整いつつあるんですね。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

徐々に進めておりますが、できれば 10月半ば

ぐらいには、事業者の方を対象に説明会を行いた

いと計画しておりますけれど、まだ具体的な日時

等は決まっておりません。 

＜中野会長＞ 

問題が起きないように、頑張っていただきたい

と思います。 

＜加藤副会長＞ 

実際に届出される窓口は建築指導課ですか。 

＜事務局（沖田都市計画課長）＞ 

開発調整課です。 

＜事務局（和田都市計画・景観担当主査）＞ 

現在は都市計画課と開発調整課で事前相談を

受けてございます。現在は、東京都の対象規模に

ついて届出を受けている状況ですけれども、今後

墨田区バージョンで行っていく場合に色々とし

なくてはならないことがございます。また、今、

区民の景観まちづくりの窓口づくりについても

検討している状況です。 

＜中野会長＞ 

では、よろしいですか。これで、第２回墨田区

景観審議会を終了いたします。 

 

以上 


